
 令和７年１２月２６日（金）        群 馬 県 報                第１０３５９号 

 

1 

 

 

 

 

県 紋 章 

 

 

 

 

 

つる舞う形の群馬県／上毛かるた  

令和７年１２月２６日（金） 第１０３５９号 

 

 

ページ 

      告       示 

○解除保安林（森林保全課）                                     ３ 

○同                                                ３ 

○道路の区域変更（道路管理課）                                   ３ 

○同                                                ４ 

○都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の変更に係る縦覧（都市計画課）               ４ 

○同                                                ４ 

○同                                                ５ 

○同                                                ５ 

○都市計画区域区分の変更に係る縦覧（同）                              ５ 

○同                                                ６ 

○同                                                ６ 

○同                                                ６ 

○同                                                ７ 

○都市計画事業の認可（都市整備課）                                 ７ 

 

      公       告 

○指定管理者の指定（文化振興課）                                  ７ 

○同（林政課）                                           ８ 

○農業振興地域の区域変更（農業構造政策課）                             ８ 

○同                                                ９ 

○同                                                ９ 

○同                                               １０ 

○同                                               １０ 

○指定管理者の指定（蚕糸特産課）                                 １０ 

○同（ｅスポーツ・クリエイティブ推進課）                             １０ 

○同（都市整備課）                                        １１ 

○同                                               １１ 

○開発工事の完了（建築課）                                    １２ 

 

      選挙管理委員会告示 

○政治団体の名称等                                        １２ 

○政治団体の異動事項                                       １３ 

○政治団体の解散届出                                       １３ 

○選挙権を有する者の総数の５０分の１の数等                            １４ 

○政党助成法の規定による支部報告書等の閲覧の請求に関する規程の全部を改正する告示         １５ 

○政治資金規正法関係情報公開規程の一部を改正する告示                       ２１ 

 

      人 事 委 員 会 規 則 

○群馬県職員の退職管理に関する規則の一部を改正する規則                      ２９ 

 

      入 札 公 告 

■ 目  次 



 令和７年１２月２６日（金）        群 馬 県 報                第１０３５９号 

 

2 

○一般競争入札の実施（桐生特別支援学校）                             ３０ 

○同（伊勢崎特別支援学校）                                    ３２ 

○同（館林特別支援学校）                                     ３５ 

 

      落       札 

○落札者等の決定（会計管理課）                                  ３７ 

 

      正       誤 

○令和７年７月２５日群馬県告示第１７１号（森林保全課）                      ３８ 

  



 令和７年１２月２６日（金）        群 馬 県 報                第１０３５９号 

 

3 

 

 

 

◎群馬県告示第２８３号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第１項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。 

  令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除に係る保安林の所在場所 太田市金山町３９の４１（次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 公衆の保健 

３ 解除の理由 指定理由の消滅 

「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び太田市役所に備え置いて縦覧に供す

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第２８４号 

 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第２６条の２第２項の規定により、次のとおり保安林の指定を解除する。 

  令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 解除に係る保安林の所在場所 太田市金山町３９の４１（次の図に示す部分に限る。） 

２  保安林として指定された目的 公衆の保健 

３ 解除の理由 道路用地とするため 

「次の図」は、省略し、その図面を群馬県環境森林部森林局森林保全課及び太田市役所に備え置いて縦覧に供す

る。 

 

 

 

◎群馬県告示第２８５号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県富岡土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 下仁田安中倉
渕線 

富岡市上丹生字駒寄５番の
５地先から同市同字中村２
６９３番の１地先まで 

前 １０．８～２４．１ ４６８．３ 

後 ９．７～２４．１ ４６８．３ 

 

 

 

■ 告  示 
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◎群馬県告示第２８６号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定により、道路の区域を次のとおり変更する。 

 なお、その関係図面は、告示の日から１月間、群馬県県土整備部道路管理課及び群馬県桐生土木事務所において

一般の縦覧に供する。 

  令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太 
 

道路の 
種 類 

路線名 区  間 
変更の 
前後別 

敷地の幅員 
メートル 

延 長 
メートル 

県道 岩宿停車場線 みどり市笠懸町阿左美１５
００番の３地先から同市同
２５６６番の１０地先まで 

前 ６．６～９．５ ３６．０ 

後 － － 

 

 

 

◎群馬県告示第２８７号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 前橋都市計画、前橋勢多都市計画、高崎都市計画、榛名都市計画、箕郷都市計画、

吉井都市計画、伊勢崎都市計画、赤堀都市計画、東都市計画、藤岡都市計画、鬼石都市計画、玉村都市計画、渋

川都市計画、富岡都市計画、安中都市計画、榛東都市計画、吉岡都市計画、下仁田都市計画及び甘楽都市計画 

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（県央広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン） 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所、群馬県渋川土木事務所、群

馬県伊勢崎土木事務所、群馬県高崎土木事務所、群馬県安中土木事務所、群馬県藤岡土木事務所、群馬県富岡土

木事務所、前橋市都市計画部都市計画課、高崎市都市整備部都市計画課、伊勢崎市都市計画部都市計画課、渋川

市建設交通部都市政策課、藤岡市都市建設部都市計画課、富岡市建設水道部都市計画課、安中市まちづくり部都

市計画課、榛東村建設課、吉岡町建設課、下仁田町建設水道課、甘楽町建設課及び玉村町都市建設課 

 

 

 

◎群馬県告示第２８８号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 桐生都市計画、新里都市計画、太田都市計画、藪塚都市計画、館林都市計画及びみ
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どり都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針（東毛広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン） 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県太田土木事務所、群馬県桐生土木事務所、群

馬県館林土木事務所、桐生市都市整備部都市計画課、太田市都市政策部都市計画課、館林市都市建設部都市計画

課、みどり市都市建設部都市計画課、板倉町都市建設課、明和町都市建設課、千代田町都市整備課、大泉町都市

建設部都市整備課及び邑楽町都市計画課 

 

 

 

◎群馬県告示第２８９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 沼田都市計画及びみなかみ都市計画 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針

（利根沼田広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン） 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県沼田土木事務所、沼田市都市建設部都市計画

課及びみなかみ町地域整備課 

 

 

 

◎群馬県告示第２９０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第

１項の規定により、次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類及び名称 中之条都市計画、長野原都市計画、草津都市計画及び吾妻都市計画 都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針（吾妻広域都市計画圏都市計画区域マスタープラン） 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 縦覧に供する図書に明示する部分 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県中之条土木事務所、中之条町建設課、長野原

町建設課、草津町愛町部企画創造課及び東吾妻町建設課 

 

 

 

◎群馬県告示第２９１号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

前橋都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、
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次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 前橋都市計画区域区分 

２ 都市計画を定める土地の区域 変更する部分 前橋市の区域の一部。なお、前橋市横手町、亀里町、鶴光路町、

力丸町、三俣町一丁目、西片貝町一丁目及び西片貝町二丁目の各一部を新たに市街化区域に編入する。 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課、群馬県前橋土木事務所及び前橋市都市計画部都市計画課 

 

 

 

◎群馬県告示第２９２号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

高崎都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 高崎都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 高崎市の区域の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県高崎土木事務所及び高崎市都市整備部都市計

画課 

 

 

 

◎群馬県告示第２９３号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

桐生都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

 １ 都市計画の種類 桐生都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 桐生市の区域の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 群馬県県土整備部都市計画課、群馬県桐生土木事務所及び桐生市都市整備部都市 

計画課 

 

 

 

◎群馬県告示第２９４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

館林都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 
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   令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 館林都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 館林市、板倉町、明和町、千代田町及び邑楽町の全域。なお、

館林市下早川田町、邑楽郡明和町南大島、新里、邑楽郡千代田町下中森の各一部を新たに市街化区域に編入する。 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課、群馬県館林土木事務所、館林市都市建設部都市計画課、板倉町都市

建設課、明和町都市建設課、千代田町都市整備課及び邑楽町都市計画課 

 

 

 

◎群馬県告示第２９５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１８条第１項の規定により、

玉村都市計画区域区分を変更したので、同法第２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定により、

次のとおり告示し、同条第２項の規定により、当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供する。 

   令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   

１ 都市計画の種類 玉村都市計画区域区分 

２  都市計画を定める土地の区域 変更する部分 玉村町の全域。なお、玉村町大字福島の一部を新たに市街化区

域に編入する。 

３  縦覧場所  群馬県県土整備部都市計画課、群馬県伊勢崎土木事務所及び玉村町都市建設課 

 

 

 

◎群馬県告示第２９６号 

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第１項の規定により、太田都市計画事業を令和７年１２月２

６日、次のとおり認可した。 

令和７年１２月２６日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

 １ 施行者の名称 太田市 

 ２ 都市計画事業の種類及び名称 太田都市計画公園事業 ３・３・１６号 備前島公園 

 ３ 事業施行期間 令和７年１２月２６日から令和１０年３月３１日まで 

 ４ 事業地 

(1) 収用の部分 太田市備前島町地内 

(2) 使用の部分 なし 
 
 

 

 

 

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 

■ 公  告 
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  令和７年１２月２６日  

                                    群馬県知事 山 本 一 太 

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称 県立自然史博物館附帯ホール 

 (2) 所在地 富岡市上黒岩１６７４番地１ 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 富岡市 

 (2) 主たる事務所の所在地 富岡市富岡１４６０番地１ 

 (3) 代表者の氏名 富岡市長 榎本義法 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１１年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 

令和７年１２月２６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

(1) 名称 おうらの森 

(2) 所在地 邑楽郡邑楽町大字中野地内 

２ 指定管理者の名称、主たる事業所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 名称 ＪＡ邑楽館林千代田町緑化組合 

(2) 主たる事務所の所在地 邑楽郡邑楽町大字狸塚３７７番地５ 

(3) 代表者の氏名 組合長 髙橋修一 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、前橋農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。 

令和７年１２月２６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の前橋農業振興地域は、前橋市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

１ 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和７年群馬県告示第２９１号）後の都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）に基づく市街化区域 

２ 都市計画用途地域の変更の告示（平成２０年前橋市告示第１７７号）後の都市計画法に基づく用途地域 

３ 都市計画用途地域の変更の告示（平成８年富士見村告示第５９号）後の都市計画法に基づく用途地域 

４ 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第４条第１項及び第６条第１項の規定による一級河川利根川の河川区域 

５ 川曲町、元総社町及び鳥羽町のうち、上記１に該当する区域以外の区域 

６ 平成１６年１２月４日現在の宮城村及び平成２１年５月４日現在の富士見村の区域のうち、国有林野の全域及
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び県有林の全域 

７ 三夜沢町字上十二、字十二、字境内、字硯石及び字櫃石の区域、柏倉町字小穴及び字大穴２２２２番地の区域、

苗ケ島町字大師沢、字神東原、字東沢、字滝沢並木、字桝形２４５４、２４５８、２４５９、２４６２、２４６

５、２４６７、２４７１から２４７３まで、２４７５、２４７８、２４７９、２５０１、２５０３から２５０８

まで、２５１０から２５１４まで、２５１６から２５２０まで、２５２３から２５２６まで、２５２７の１、２

５２７の２及び２５２８、字大畑２２５９から２２６４まで、２３０１、２７２１及び２８１７、字新並木２６

４６及び２６４７、字三角原２０５１の２及び２０５１の３、字片並木２０５４の２並びに字向松並木２０５２

の１及び２０５２の５番地の区域並びに鼻毛石町字谷源地１９５２、１９７６、１９７７、１９７９、１９８１、

１９８５から１９８７まで、１９９７、１９９８、２００２、２００３及び２６１０、字東半木８０１の２及び

１８４９の２７、字菅広８１２から８１５まで、８１６の１、８１６の３、８１６の４、８１８及び８１９、字

西半木１８４８の２並びに字片並木１８５１の２番地の区域 

８ 平成１６年１２月４日現在の粕川村の区域のうち、国有林野の全域 

９ 富士見町小暮字東新地２４２５の１、字新山２４３８の１、字西新山２４０９及び字新地２４２０の１番地の

区域 

10 富士見町赤城山１４６７、１９３２の２、１９３５、２０３６、２０８３及び２１０３番地の区域 

 

 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、館林農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。 

令和７年１２月２６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の館林農業振興地域は、館林市の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

１ 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和７年群馬県告示第２９４号）後の都市計画法（昭和４３年法

律第１００号）に基づく市街化区域 

２ 堀工町のうち字出戸９７４、９７５の１、９７５の２、９７９、９８２の２、９８２、９８３、９８４、９８

５、９８６、９８７の１、９８７の２及び９８７の３並びに字道満９９４の１、９９５の１、９９６、９９７、

９９８の１、９９８の３、９９９の１、１０００の１、１０００の４、１００３から１００８まで、１０１１、

１０１２、１０１３、１０１４、１０１５の１、１０１６の３、１０１７から１０１９まで、１０２０の２、１

０２１の２、１０２１の３及び１０２２から１０２８までの区域 

 

 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、玉村農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。 

令和７年１２月２６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の玉村農業振興地域は、佐波郡玉村町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和７年群馬県告示第２９５号）後の都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）に基づく市街化区域 
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農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、明和農業振興地域の

区域を次のとおり変更する。 

令和７年１２月２６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の明和農業振興地域は、邑楽郡明和町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和７年群馬県告示第２９４号）後の都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）に基づく市街化区域 

 

 

 

農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第７条第１項の規定により、千代田農業振興地域

の区域を次のとおり変更する。 

令和７年１２月２６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

  変更後の千代田農業振興地域は、邑楽郡千代田町の区域のうち、次に掲げる区域を除く区域とする。 

 都市計画区域区分の変更に係る縦覧の告示（令和７年群馬県告示第２９４号）後の都市計画法（昭和４３年法律

第１００号）に基づく市街化区域 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 

令和７年１２月２６日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太 

１ 公の施設の名称及び所在地 

(1) 名称 群馬県立日本絹の里 

(2) 所在地 高崎市金古町８８８番地１ 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 名称 公益財団法人群馬県蚕糸振興協会 

(2) 主たる事務所の所在地 高崎市金古町８８８番地１ 

(3) 代表者の氏名 理事長 反町敦 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 
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  令和７年１２月２６日 

群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

 (1) 名称 群馬コンベンションセンター 

 (2) 所在地 高崎市岩押町１２番２４号 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

 (1) 名称 Ｇメッセ運営共同事業体 

 (2) 主たる事務所の所在地 東京都千代田区三番町２番地 

 (3) 代表者の氏名 株式会社コンベンションリンケージ 代表取締役 平位博昭 

 (4) 構成者の氏名 株式会社群成舎 代表取締役 芝崎勝治 

          ＡＬＳＯＫ群馬株式会社 代表取締役社長 浦友治 

          鹿島建物総合管理株式会社 代表取締役社長 山本和雄 

コーエィ株式会社 代表取締役 関口典明 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 

令和７年１２月２６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

(1) 名称 観音山ファミリーパーク 

(2) 所在地 高崎市寺尾町地内 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 

(1) 名称 特定非営利活動法人ＫＦＰ友の会 

(2) 主たる事務所の所在地 高崎市寺尾町１０６４番地３０観音山ファミリーパーク内 

(3) 代表者の氏名 理事長 髙田博一 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

群馬県公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例（平成１６年群馬県条例第５０号）第６条の規定

により、指定管理者を次のとおり指定した。 

令和７年１２月２６日 

  群馬県知事 山 本 一 太   

１ 公の施設の名称及び所在地 

(1) 名称 多々良沼公園 

(2) 所在地 館林市松沼町地内ほか 

２ 指定管理者の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名 
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(1) 名称 ＪＡ邑楽館林千代田町緑化組合 

(2) 主たる事務所の所在地 邑楽郡邑楽町大字狸塚３７７番地５ 

(3) 代表者の氏名 組合長 髙橋修一 

３ 指定の期間 令和８年４月１日から令和１３年３月３１日まで 

 

 

 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第２項の規定により検査済証を交付したので、次の開発行為

に関する工事が完了した旨を公告する。 

  令和７年１２月２６日 

                                                                        群馬県知事 山 本 一 太   
 

番号 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 開発許可を受けた者の住所及び氏名 

１ 佐波郡玉村町大字上之手１４３１－２ 高崎市上中居町５１２番地 西中居ハイツＡ２０
３号 
飯田裕俊、飯田実穂 

２ 佐波郡玉村町大字箱石字堀北５８－５ 佐波郡玉村町大字箱石５８番地 
猪野幸生 

３ 甘楽郡甘楽町大字金井字北金井２５６－１、２
５６－１先道の一部、２５６－１先水の一部、
２５６－３の一部 

富岡市内匠２６４番地１ 
ホームランド企画株式会社 代表取締役 小林政
道 

 
 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第８０号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第６条第１項の規定により届出のあった政治団体の名称等は、次

のとおりである。 

  令和７年１２月２６日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 

国会議員関係政治団体以外の政治団体 
 

政 治 団 体 の 名 称 
代表者の氏名 

会計責任者の 
氏    名 

主 た る 事 務 所 の 所 在 地 

届 出 年 月 日 

誇れる前橋をつくる会 久保田陽子 崎田恭平 前橋市亀里町５２７－２ 

令和７年１１月２８日 

丸山彬後援会 丸山彬 宇佐見碧 前橋市大手町３－１７－２０ 

令和７年１１月２８日 

 
 

■ 選挙管理委員会告示 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第８１号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号。以下「法」という。）第７条第１項の規定により届出のあった政

治団体の異動事項は、次のとおりである。 

  令和７年１２月２６日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 政党の支部 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

日本共産党北毛地区委員
会 

代表者の氏名 福田あい子 川田敏彦 令和７年１１
月１日 

会計責任者の
氏名 

角田あや 福田あい子 令和７年１１
月１日 

 
２ その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政治団体の名称 異動事項 新 旧 異動年月日 

青木ひとみ後援会 代表者の氏名 青木ひとみ 上杉慎哉 令和７年１１
月６日 

国会議員関係
政治団体の区
分 

法第十九条の七第一項
第一号及び第二号に係
る国会議員関係政治団
体 

法第十九条の七第一項
第二号に係る国会議員
関係政治団体 

令和７年１１
月６日 

公 職 の 種 類
（第一号） 

衆議院議員 該当なし 令和７年１１
月６日 

群馬県警備業連盟 会計責任者の
氏名 

神山悟 石井誓二 令和７年１１
月４日 

 

 

 

 

◎群馬県選挙管理委員会告示第８２号 

 政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第１７条第１項の規定により解散の届出のあった政治団体の名称

等は、次のとおりである。 

  令和７年１２月２６日 

  群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

 その他の政治団体（政党及び政治資金団体以外の政治団体） 
 

政 治 団 体 の 名 称 代表者の氏名 解 散 年 月 日 

群馬県生活衛生同業組合連合会政治連盟 桑原勝宏 令和７年１０月３１日 

原田大後援会 中嶋昇太郎 令和７年１０月３１日 
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◎群馬県選挙管理委員会告示第８３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項、第７５条第１項、第７６条第１項、第８０条第１項、

第８１条第１項及び第８６条第１項の規定による群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、３分

の１の数及び８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１

を乗じて得た数とを合算して得た数並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２ 

号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数は、それぞれ次のとおりである。 

  令和７年１２月２６日 

群馬県選挙管理委員会委員長 片 野 清 明   

１ 群馬県における選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ３１，４０１ 

２ 群馬県における選挙権を有する者の総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１を

 乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して得た数 ２９６，２５３ 

３ 群馬県議会議員の各選挙区における選挙権を有する者の総数の３分の１の数 
 

選挙区名 ３分の１の数 

北群馬郡 １０，０９８ 

甘楽郡 ５，８０７ 

吾妻郡 １４，１５９ 

利根郡 ８，５６４ 

佐波郡 ９，７８２ 

邑楽郡 ２６，０９２ 

前橋市 ９１，０５５ 

高崎市 １０２，０１６ 

桐生市 ２８，９００ 

伊勢崎市 ５５，４７３ 

太田市 ５８，４０１ 

沼田市 １２，３４０ 

館林市 ２０，１３９ 

渋川市 ２０，５９７ 

藤岡市・多野郡 １８，２３３ 

富岡市 １２，６８２ 

安中市 １５，４４８ 

みどり市 １３，５６３ 

 



 令和７年１２月２６日（金）          群 馬 県 報                 第１０３５９号 

 

15 

◎
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
四
号 

 

政
党
助
成
法
の
規
定
に
よ
る
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
に
関
す
る
規
程
の
全
部
を
改
正
す
る

告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

片 

野 

清 

明 
 

 
政
党
助
成
法
関
係
情
報
公
開
規
程 

政
党
助
成
法
の
規
定
に
よ
る
支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
の
請
求
に
関
す
る
規
程
（
平
成
七
年
群
馬
県

選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
十
三
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。 

（
趣
旨
） 

第
一
条 

こ
の
告
示
は
、
政
党
助
成
法
（
平
成
六
年
法
律
第
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三

十
二
条
第
五
項
及
び
群
馬
県
政
党
助
成
法
関
係
手
数
料
条
例
（
令
和
七
年
群
馬
県
条
例
第
七
十 

五
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
基
づ
く
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
に
関
し
必
要
な 

事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

（
支
部
報
告
書
等
の
開
示
請
求
の
手
続
） 

第
二
条 

法
第
三
十
二
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と

い
う
。
）
に
対
す
る
支
部
報
告
書
等
（
条
例
第
二
条
の
支
部
報
告
書
等
を
い
う
。
以
下
同 

じ
。
）
の
閲
覧
又
は
写
し
の
交
付
の
請
求
（
以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。
）
は
、
支
部
報
告 

書
等
開
示
請
求
書
（
別
記
様
式
第
一
号
）
を
委
員
会
に
提
出
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
会
は
、
支
部
報
告
書
等
開
示
請
求
書
に
形
式
上
の
不
備
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
開
示

請
求
を
し
た
者
（
以
下
「
請
求
者
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補 

正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
補
正
の 

参
考
と
な
る
情
報
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
支
部
報
告
書
等
の
開
示
の
原
則
） 

第
三
条 

委
員
会
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
場
合
を
除
き
、
請
求
者
に
対
し
、

当
該
開
示
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
を
開
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
求
め
た
補
正
に
請
求
者
が
正
当
な
理
由
な
く
応
じ
な
い
と
き 

そ
の
他
開
示
請
求
が
不
適
法
で
あ
る
と
き
。 

二 

開
示
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
を
保
有
し
て
い
な
い
と
き
。 

（
開
示
請
求
に
対
す
る
措
置
） 

第
四
条 

委
員
会
は
、
開
示
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
を
開
示
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
の
決
定
を

し
、
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
旨
及
び
開
示
を
実
施
す
る
日
時
を
支
部
報
告
書
等
開
示
決
定
通
知 

書
（
別
記
様
式
第
二
号
）
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

委
員
会
は
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
直
ち
に
、
当
該
開
示
請
求
に
係
る
支
部
報

告
書
等
を
開
示
す
る
旨
の
決
定
を
し
て
開
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に 

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
旨
及
び
当
該
支
部
報
告
書
等
の
名
称
を
記
入
し
、
並
び
に
収
受
印
を
押
印 

し
た
支
部
報
告
書
等
開
示
請
求
書
の
写
し
の
交
付
を
も
っ
て
同
項
の
通
知
に
代
え
る
こ
と
が
で 

き
る
。 

３ 

委
員
会
は
、
開
示
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
を
開
示
し
な
い
と
き
は
、
開
示
し
な
い
旨
の
決

定
を
し
、
請
求
者
に
対
し
、
そ
の
旨
を
支
部
報
告
書
等
不
開
示
決
定
通
知
書
（
別
記
様
式
第
三 

号
）
に
よ
り
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
開
示
決
定
等
の
期
限
） 

第
五
条 

前
条
第
一
項
及
び
第
三
項
の
決
定
（
以
下
「
開
示
決
定
等
」
と
い
う
。
）
は
、
開
示
請
求

が
あ
っ
た
日
か
ら
十
四
日
以
内
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
第
二
条
第
二
項
の
規
定 

に
よ
り
補
正
を
求
め
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
補
正
に
要
し
た
日
数
は
、
当
該
期
間
に
算
入 

し
な
い
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、
事
務
処
理
上
の
困
難
そ
の
他
正
当
な
理
由
が
あ
る

と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
期
間
を
四
十
五
日
以
内
に
限
り
延
長
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の 

場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
請
求
者
に
対
し
、
遅
滞
な
く
、
延
長
後
の
期
間
及
び
延
長
の
理 

由
を
支
部
報
告
書
等
開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
（
別
記
様
式
第
四
号
）
に
よ
り
通
知
し
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

開
示
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
が
著
し
く
大
量
で
あ
る
た
め
、
開
示
請
求
が
あ
っ
た
日
か
ら

五
十
九
日
以
内
に
そ
の
全
て
に
つ
い
て
開
示
決
定
等
を
す
る
こ
と
に
よ
り
事
務
の
遂
行
に
著
し 

い
支
障
が
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
委
員
会
は
、 

開
示
請
求
に
係
る
支
部
報
告
書
等
の
う
ち
の
相
当
の
部
分
に
つ
き
当
該
期
間
内
に
開
示
決
定
等 

を
し
、
残
り
の
支
部
報
告
書
等
に
つ
い
て
は
、
相
当
の
期
間
内
に
開
示
決
定
等
を
す
れ
ば
足
り 

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
委
員
会
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
、
請
求
者
に
対
し
、 

支
部
報
告
書
等
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
（
別
記
様
式
第
五
号
）
に
よ
り
通
知
し
な 

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
手
数
料
の
納
付
方
法
） 

第
六
条 

条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
手
数
料
の
納
付
は
、
現
金
を
も
っ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
支
部
報
告
書
等
の
写
し
の
送
付
の
求
め
） 

第
七
条 

請
求
者
は
、
委
員
会
に
対
し
、
送
付
に
要
す
る
費
用
を
納
付
し
て
、
支
部
報
告
書
等
の
写

し
の
送
付
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
閲
覧
の
方
法
） 

第
八
条 

支
部
報
告
書
等
の
閲
覧
は
、
群
馬
県
の
執
務
時
間
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
群
馬
県
規

則
第
二
十
四
号
）
に
定
め
る
執
務
時
間
中
に
、
委
員
会
の
事
務
室
に
お
い
て
し
な
け
れ
ば
な
ら 

な
い
。 

２ 

支
部
報
告
書
等
は
、
前
項
の
場
所
以
外
に
持
ち
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。 

３ 

支
部
報
告
書
等
は
、
丁
重
に
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
破
損
、
汚
損
又
は
加
筆
等
の
行
為

を
し
て
は
な
ら
な
い
。 

（
閲
覧
の
中
止
等
） 

第
九
条 

委
員
会
は
、
前
条
各
項
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
を
行
っ
た
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
閲
覧

を
中
止
さ
せ
、
又
は
閲
覧
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

 

支部報告書等開示請求書 

年  月  日  

  群馬県選挙管理委員会委員長 宛て 

 

           郵便番号 

           住  所 

 

           氏  名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名） 

 

           電話番号             連絡担当者名 

 

  政党助成法第３２条第５項の規定により、次のとおり支部報告書等の開示を請求します。 

 注 ダウンロードによる開示は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第６条第１項の規定により

同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求を行った者に限られます。 

 

 以下の欄には記入しないでください。 

 

区分 政党の支部の名称 年分 

支部報告書等 

  

  

  

  

  

開示の実施方法 
 
御希望の実施方法
にチェックを入れ
てください。 
（例「■」「レ」） 

１□ 事務所における開示 
  □ 閲覧 
  □ 写しの交付（下記「※写しの交付媒体」を記載） 
２□ 送付による写しの交付（下記「※写しの交付媒体」を記載） 

 ※写しの交付媒体（写しの交付を希望する場合） 
 ⑴ □ 紙 
 ⑵ □ 電磁的記録 
    □ ＣＤ－Ｒ □ ＤＶＤ－Ｒ □ ダウンロード 
     □ 電磁的記録を保有していない場合には、スキャナによる複写物の交付を

希望する（保有する処理装置により容易に実施できる場合に限る。）。 
      ※別途読み取り費用が発生します。 

処理状況    １ 後日決定    ２ 即日開示 

対象支部報告書等 
※即日開示の場合のみ記入 

 

事務担当 
群馬県選挙管理委員会 
電話番号 
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別記様式第２号（第４条関係） 

 

支部報告書等開示決定通知書 

第  号  

年  月  日  

         様 

 

群馬県選挙管理委員会     

委員長         印  

 

    年  月  日付けで請求のあった支部報告書等の開示については、政党助成法関係情報公開規程第４条

第１項の規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。 

 注１ 指定された日時が都合の悪い場合には、あらかじめ連絡してください。 

  ２ 支部報告書等の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。 

  

開示する支部報 
告書等 

 

開示の日時 年   月   日（  ）   時   分 

開示の場所  

開示の実施方法  

事務担当 
群馬県選挙管理委員会 
電話番号 

備考  
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別記様式第３号（第４条関係） 

 

支部報告書等不開示決定通知書 

第  号  

年  月  日  

         様 

 

群馬県選挙管理委員会     

委員長         印  

 

    年  月  日付けで請求のあった支部報告書等の開示については、政党助成法関係情報公開規程第４条

第３項の規定により、次のとおり開示をしないことを決定したので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開示を請求された 
支部報告書等 

 

開示しない理由 政党助成法関係情報公開規程第３条第 号該当 

事務担当 
群馬県選挙管理委員会 
電話番号 

備考  
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別記様式第４号（第５条関係） 

 

支部報告書等開示決定等期間延長通知書 

第  号  

年  月  日  

         様 

 

群馬県選挙管理委員会     

委員長         印  

 

    年  月  日付けで請求のあった支部報告書等の開示については、政党助成法関係情報公開規程（以下

「規程」という。）第５条第２項の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長したので通知します。 

 

 

 

開示を請求された 
支部報告書等 

 

規程第５条第１項の規定に

よる決定期間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

延長後の決定期間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

残りの支部報告書等につい

て開示決定等をする期限 
年  月  日まで 

延長の理由 
 

 

事務担当 
群馬県選挙管理委員会 

電話番号 

備考 

 



 令和７年１２月２６日（金）        群 馬 県 報               第１０３５９号 

 

20 

別記様式第５号（第５条関係） 

 

支部報告書等開示決定等期間特例延長通知書 

第  号  

年  月  日  

         様 

 

群馬県選挙管理委員会     

委員長         印  

 

    年  月  日付けで請求のあった支部報告書等の開示については、政党助成法関係情報公開規程（以下

「規程」という。）第５条第３項の規定により、次のとおり開示決定等の期間を延長したので通知します。 

 

 

開示を請求された 
支部報告書等 

 

規程第５条第１項の規定に

よる決定期間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

規程第５条第３項を適用す

る理由 
 

支部報告書等の相当の部分

について開示決定等をする

期間 

年  月  日から 

年  月  日まで 

残りの支部報告書等につい

て開示決定等をする期限 
年  月  日まで 

事務担当 
群馬県選挙管理委員会 

電話番号 

備考 
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附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
政
党
助
成
法
関
係
情
報
公
開
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施

行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
さ
れ
た
支
部
報
告
書
等
に
係
る
写
し
の
交
付
の
請
求
に
つ
い
て
適 

用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
請
求
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

   

◎
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
十
五
号 

 

政
治
資
金
規
正
法
関
係
情
報
公
開
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長 

片 

野 

清 

明 
 

 

 
 
 

政
治
資
金
規
正
法
関
係
情
報
公
開
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示 

 

政
治
資
金
規
正
法
関
係
情
報
公
開
規
程
（
平
成
二
十
年
群
馬
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
八
条
中
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
開
示
等
決
定
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
少
額
領
収
書
等
の
写

し
開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
九
条
中
「
少
額
領
収
書
等
の
写
し
開
示
等
決
定
期
間
特
例
延
長
通
知
書
」
を
「
少
額
領
収
書
等

の
写
し
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
四
条
第
二
項
中
「
前
項
の
通
知
」
を
「
同
項
の
通
知
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
第
二
項
中
「
収
支
報
告
書
等
開
示
等
決
定
期
間
延
長
通
知
書
」
を
「
収
支
報
告
書
等
開

示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
収
支
報
告
書
等
開
示
等
決
定
期
間
特
例

延
長
通
知
書
」
を
「
収
支
報
告
書
等
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別記様式第１号（第２条関係） 

 

少額領収書等の写し開示請求書 

年  月  日  

  群馬県選挙管理委員会委員長 宛て 

 

           郵便番号 

           住  所 

 

           氏  名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名） 

 

           電話番号             連絡担当者名 

 

  政治資金規正法第１９条の１６第１項の規定により、次のとおり収支報告書等の開示を請求します。 

 注１ 一部の項目のみの開示を希望する場合は、次のうちから開示を希望する項目を選択してください。 

    ①光熱水費 ②備品・消耗品費 ③事務所費 ④組織活動費 ⑤選挙関係費 

    ⑥機関紙誌の発行その他の事業費 ⑦調査研究費 ⑧寄附・交付金 ⑨その他の経費 

  ２ 開示の実施方法の記入は任意です。開示決定後に、改めて申し出ることもできます。なお、ダウンロード

による開示は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第６条第１項の規定により同項に規定

する電子情報処理組織を使用して請求を行った者に限られます。 

区分 国会議員関係政治団体の名称 年分 支出項目 

少額領収書等の 
写し 

  □全部 
□一部（      ） 

  □全部 
□一部（      ） 

  □全部 
□一部（      ） 

  □全部 
□一部（      ） 

  □全部 
□一部（      ） 

開示の実施方法 
 
御希望の実施方法
にチェックを入れ
てください。 
（例「■」「レ」） 

１□ 事務所における開示 
  □ 閲覧 
  □ 写しの交付（下記「※写しの交付媒体」を記載） 
２□ 送付による写しの交付（下記「※写しの交付媒体」を記載） 

 ※写しの交付媒体（写しの交付を希望する場合） 
 ⑴ □ 紙 
 ⑵ □ 電磁的記録 
    □ ＣＤ－Ｒ □ ＤＶＤ－Ｒ □ ダウンロード 
     □ 電磁的記録を保有していない場合には、スキャナによる複写物の交付 

を希望する（保有する処理装置により容易に実施できる場合に限
る。）。※別途読み取り費用が発生します。 
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別
記
様
式
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別記様式第５号（第６条関係） 

 

少額領収書等の写し開示決定通知書 

第  号  

年  月  日  

         様 

 

群馬県選挙管理委員会     

委員長         印  

 

    年  月  日付けで請求のあった少額領収書等の写しの開示については、政治資金規正法第１９条の１

６第１１項の規定により、次のとおり開示することを決定したので通知します。 

  この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内に、総務

大臣に対して審査請求をすることができます（処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっ

ても、処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

  また、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、群馬県を被告として（訴訟において

群馬県を代表する者は、群馬県選挙管理委員会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます

（処分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、処分の日の翌日から起算して１年を経

過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）。 

 

開示する少額領
収書等の写し 

国会議員関係政治団体の名称 支出年 支出項目 

   

選択可能な開示
の実施方法 

閲覧 

写しの交付 

用紙に複写したも
のの交付 

ＣＤ－Ｒに複写
したものの交付 

ＤＶＤ－Ｒに複写し
たものの交付 

ファイルに複写
させる方法 

手数料 
（送料） 

無料 
（―） 

    

開示を実施でき
る日時・場所等 

 

開示しない部分
及びその理由 

 

事務担当 
群馬県選挙管理委員会 
電話番号 

備考  
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別
記
様
式
第
七
号
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
八
号
中
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
を
「 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

                                   

   

少
額
領
収
書
等
の
写
し
開
示
等
決
定
期
間
延
長
通
知
書

 
少
額
領
収

 

書
等
の
写
し
開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

 

少
額
領
収
書
等
の
写
し
開
示
等
決
定
期
間

特
例
延
長
通
知
書

 
少
額

 

領
収
書
等
の
写
し
開
示
決
定
等
期
間
特
例
延
長
通
知
書
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別記様式第９号（第１０条関係） 

 

開示の実施方法等申出書 

年  月  日  

  群馬県選挙管理委員会委員長 宛て 

 

           郵便番号 

           住  所 

 

           氏  名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名） 

 

           電話番号             連絡担当者名 

 

  政治資金規正法施行令第１１条第１項の規定により、  年  月  日付け第  号で開示決定のあった少

額領収書等の写しについて、次のとおり求める開示の実施方法等を申し出ます。 

 

 １ 求める開示の実施の方法 

 （１） □ 上記決定にかかる少額領収書等の写し開示請求書に記載のとおり 

 （２） □ 下記のとおり 

 注１ 希望する方法の□にレ印を付けてください。 

  ２ 一部についてのみ開示の実施を求める場合には、開示を希望する部分をかっこ内に記入してください。そ

の場合の開示手数料（及び送料）については、少額領収書等の写し開示決定通知書に記載された事務担当

までお問い合わせください。 

  ３ ダウンロードによる開示は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第６条第１項の規定によ

り同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求を行った者に限られます。 

 

 ２ 開示の実施希望日等 

 （１） □ 窓口での開示を希望 （実施希望日：      ） 

 （２） □ 送付による写しの交付を希望 

開示の実施を求める 
少額領収書等の写し 

開示の実施方法 

（国会議員関係政治団体の名称） 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 全部 
□ 一部（          ） 

１□ 事務所における開示 
  □ 閲覧 
  □ 写しの交付（下記「※写しの交付媒体」を記載） 
２□ 送付による写しの交付（下記「※写しの交付媒体」を記載） 

 ※写しの交付媒体（写しの交付を希望する場合） 
 ⑴ □ 紙 
 ⑵ □ 電磁的記録 
    □ ＣＤ－Ｒ □ ＤＶＤ－Ｒ □ ダウンロード 
     □ 電磁的記録を保有していない場合には、スキャナに

よる複写物の交付を希望する（保有する処理装置に
より容易に実施できる場合に限る。）。※別途読み
取り費用が発生します。 

 

 



 令和７年１２月２６日（金）           群 馬 県 報                第１０３５９号 

 

27 

 

別
記
様
式
第
十
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 
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別記様式第１１号（第１２条関係） 

 

収支報告書等開示請求書 

年  月  日  

  群馬県選挙管理委員会委員長 宛て 

 

           郵便番号 

           住  所 

 

           氏  名（法人その他の団体にあっては、名称及び代表者氏名） 

 

           電話番号             連絡担当者名 

 

  政治資金規正法第２０条の２第２項の規定により、次のとおり収支報告書等の開示を請求します。 

 注 ダウンロードによる開示は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第６条第１項の規定により

同項に規定する電子情報処理組織を使用して請求を行った者に限られます。 

 

 以下の欄には記入しないでください。 

 

区分 政治団体の名称 年分 

収支報告書等 

  

  

  

  

  

開示の実施方法 
 
御希望の実施方法
にチェックを入れ
てください。 
（例「■」「レ」） 

１□ 事務所における開示 
  □ 閲覧 
  □ 写しの交付（下記「※写しの交付媒体」を記載） 
２□ 送付による写しの交付（下記「※写しの交付媒体」を記載） 

 ※写しの交付媒体（写しの交付を希望する場合） 
 ⑴ □ 紙 
 ⑵ □ 電磁的記録 
    □ ＣＤ－Ｒ □ ＤＶＤ－Ｒ □ ダウンロード 
     □ 電磁的記録を保有していない場合には、スキャナによる複写物の交付を

希望する（保有する処理装置により容易に実施できる場合に限る。）。 
      ※別途読み取り費用が発生します。 

処理状況    １ 後日決定    ２ 即日開示 

対象収支報告書 
※即日開示の場合のみ記入 

 

事務担当 
群馬県選挙管理委員会 
電話番号 
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別
記
様
式
第
十
三
号
中
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
加
え
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

」

を
「 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 
別
記
様
式
第
十
四
号
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
の
次
に

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

」
を
加
え
、
「 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
に
改
め
る
。 

 

別
記
様
式
第
十
五
号
中
「 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を
「 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

」
に
改
め
、
「 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

」
の
次
に
「 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」
を
加
え
、 

「 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

「 

    
を 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

に
改
め
る
。 

     

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

」 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

」 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
政
治
資
金
規
正
法
関
係
情
報
公
開
規
程
の
規
定
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
日
（
以
下

「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
さ
れ
た
少
額
領
収
書
等
の
写
し
に
係
る
写
し
又
は
収
支
報
告 

書
等
の
写
し
の
交
付
の
請
求
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
さ
れ
た
請
求
に
つ
い
て
は
、
な 

お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

      

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
十
二
月
二
十
六
日 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

森 

田 
 

 

均 
 

 

群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
三
十
五
号 

 
 
 

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

群
馬
県
職
員
の
退
職
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
八
年
群
馬
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
二
十
三
条
第
三
号
中
「
第
二
十
八
条
第
三
項
第
一
号
括
弧
書
」
を
「
第
二
十
八
条
第
三
項
第
一

号
」
に
、
「
同
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
」
を
「
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
三
十
二
年
法

律
第
二
十
六
号
）
第
四
十
一
条
の
十
六
の
二
第
一
項
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
場
合
（
令
和
九
年
以
後
の

各
年
分
に
あ
っ
て
は
、
同
項
に
掲
げ
る
場
合
）
に
お
け
る
同
項
の
規
定
に
よ
る
」
に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

改
正
後
の
第
二
十
三
条
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
七
年
十
二
月
一

日
以
後
に
営
利
企
業
以
外
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
地
位
に
就
い
た
場
合
に
つ
い
て
適
用
し
、
同

日
前
に
営
利
企
業
以
外
の
法
人
そ
の
他
の
団
体
の
地
位
に
就
い
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

                             

、
政
治
資
金
規
正
法
関
係
情
報
公
開
規
程

 
（
以
下
「
規

 
程
」
と
い
う
。
）

 
政
治
資
金
規
正
法
関
係
情
報
公
開
規
程
第
１
３
条
第

 
 
号

 

規
程
第
１
３
条
第

 
 
号

 

収
支
報
告
書
等
開
示
等
決
定
期
間
延
長
通
知
書

 

開
示
決
定
等
期
間
延
長
通
知
書

 

収
支
報
告
書
等

 

、
政
治
資
金
規
正
法
関
係
情
報
公
開
規
程

 

（
以
下
「
規

程
」
と
い
う
。
）

 
政
治
資
金
規
正
法
関
係
情
報
公
開
規
程
第
１
５
条

 

第
１
号

 
規
程
第
１
５
条
第
１
項

 

収
支
報
告
書
等
開
示
等
決
定
期
間

特
例
延
長
通
知
書

 
収
支
報
告
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 次のとおり一般競争入札に付する。 

 なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３ 

号）の適用を受けるものである。 

  令和７年１２月２６日 

群馬県立桐生特別支援学校長 齋 藤 由 香   

１ 調達内容 

  (1) 調達等件名及び数量 群馬県立桐生特別支援学校スクールバス運行業務委託 １路線 

 (2) 調達件名の特質等 入札説明書による。 

  (3) 委託期間 令和８年４月１日（水）から令和１３年３月３１日（月）まで 

 (4) 履行場所 群馬県立桐生特別支援学校（以下「桐生特別支援学校」という。）の指定する場所 

(5) 入札方法 上記  の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿に登載されている者又は令和８年４月１日に令和８・

９年度物件等購入契約資格者名簿（以下、両者併せて「資格者名簿」という。）に登載予定の者であること。 

   なお、令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の

規定により、令和８年１月１３日（火）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、

同月２９日（木）午後５時までに資格者名簿の登載を確認し、桐生特別支援学校へその旨連絡すること。 

 (3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。  

 (4) この公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けていな

い者であること。 

  (5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 

 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経

営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。 

 (8) 次のうちいずれかの条件を満たす者 

ア 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に基づく一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車

運送事業の許可を受け、過去３年の間（入札参加資格確認申請書の提出日の前日以前３年間をいう。以下同

■ 入札公告 

(1) 
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じ。）に群馬県内で運行事業を行った実績があること。 

イ 道路運送法に基づく特定旅客自動車運送事業の許可を受け、過去３年の間に群馬県内で２９人乗り以上の

バスの運行事業を行った実績があること。 

ウ 本件と同様の業務（自家用自動車管理業（車両運行管理業））について、過去３年の間に群馬県内で２９

人乗り以上のバスの運行事業を行った実績があること。 

エ 過去３年の間に群馬県立特別支援学校でスクールバス運行事業を行った実績があること。 

(9) 日本国内において、桐生特別支援学校が行う立会検査に応じられる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７６－０００１ 群馬

県桐生市菱町２－１９５５－１ 群馬県立桐生特別支援学校事務室（担当：木田 和弥） 電話０２７７－２

２－００１１ ファクシミリ０２７７－４５－２５９５ 電子メールge-kiritoku@pref.gunma.lg.jp 

 (2) 入札説明書の交付方法 令和７年１２月２６日（金）から令和８年１月２８日（水）までの日（群馬県の休

日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を

除く。）の午前９時から午後５時までの間、上記(1)の場所において交付する。 

 (3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

    なお、提出された申請書等について桐生特別支援学校が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければ

ならない。また、入札参加資格確認結果は、令和８年１月３０日（金）までに入札参加資格確認通知書で通知

する。 

  ア 申請書等の提出期限 令和８年１月２８日（水）午後５時まで（受付日及び時間は、休日条例第１条第１

項に規定する休日を除く日の午前９時から午後５時まで） 

  イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。 

    なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、   

封筒に「群馬県立桐生特別支援学校スクールバス運行業務委託に係る入札参加資格確認申請書類在中」と朱

書きすること。 

  ウ 提出部数 １部 

 (4) 入札及び開札の日時及び場所 令和８年２月６日（金）午前１１時 桐生特別支援学校会議室（郵送による

場合は、書留郵便とし、同月５日（木）午後４時までに上記(1)の場所に桐生特別支援学校長宛て親展で必着

のこと。また、二重封筒の表封筒に「群馬県立桐生特別支援学校スクールバス運行業務委託に係る入札書在中」

と朱書きすること。） 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 免除 

(3) 契約保証金 契約の相手方は、契約した総合計金額（消費税等に係る課税事業者の場合は、消費税等を加え

た金額とする。）の１００分の１０以上の額を納付するものとする。ただし、契約日時点で規則第１９９条各

号の規定のいずれかに該当する者は、免除する。 

(4) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。 

  (5) 契約書作成の要否 要 

  (6) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ
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て有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

   なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

(7) その他詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: SAITO Yuka, Principal of Gunma 

Prefectural Kiryu Special Needs School 

(2) Nature and quantity of the services to be required: School bus service for Gunma Prefectural 

Kiryu Special Needs School 

(3) Fulfillment period: From April 1, 2026 To March 31, 2031 

(4) Fulfillment place: Gunma Prefectural Kiryu Special Needs School district jurisdiction and places 

designates 

(5) Dates of issue for tender documents: From 9:00 a.m. December 26, 2025 To 5:00 p.m. January 28, 

2026 

(6) Submission deadline for application forms and attached documents regarding bidding 

qualifications: Until 5:00 p.m. January 28, 2026 

(7) Bidding deadline: Until 11:00 a.m. February 6, 2026 

The tender must be sent to the address below no later than February 5, 2026 at 4:00 p.m. by 

registered mail. 

(8) For further details, please contact: KIDA Kazuya, Gunma Prefectural Kiryu Special Needs School, 

2-1955-1 Hishi-machi, Kiryu-shi, Gunma-ken, 376-0001, Japan, TEL 0277-22-0011 (Japanese language 

only) 

 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付する。 

 なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３ 

号）の適用を受けるものである。 

  令和７年１２月２６日 

群馬県立伊勢崎特別支援学校長 水 谷 佳 子   

１ 調達内容 

  (1) 調達等件名及び数量 群馬県立伊勢崎特別支援学校スクールバス運行業務委託 ３路線 

 (2) 調達件名の特質等 入札説明書による。 

  (3) 委託期間 令和８年４月１日（水）から令和１３年３月３１日（月）まで 

 (4) 履行場所 群馬県立伊勢崎特別支援学校（以下「伊勢崎特別支援学校」という。）の指定する場所 

 (5) 入札方法 上記  の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

(1) 
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ること。 

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿に登載されている者又は令和８年４月１日に令和８・

９年度物件等購入契約資格者名簿（以下、両者併せて「資格者名簿」という。）に登載予定の者であること。 

   なお、令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の

規定により、令和８年１月１３日（火）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、

同月２９日（木）午後４時５０分までに資格者名簿の登載を確認し、伊勢崎特別支援学校へその旨連絡するこ

と。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 

(4) この公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けていな

い者であること。 

  (5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 

 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

(7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支

店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経

営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。 

 (8) 次のうちいずれかの条件を満たす者 

ア 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に基づく一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車

運送事業の許可を受け、過去３年の間（入札参加資格確認申請書の提出日の前日以前３年間をいう。以下同

じ。）に群馬県内で運行事業を行った実績があること。 

イ 道路運送法に基づく特定旅客自動車運送事業の許可を受け、過去３年の間に群馬県内で２９人乗り以上の

バスの運行事業を行った実績があること。 

ウ 本件と同様の業務（自家用自動車管理業（車両運行管理業））について、過去３年の間に群馬県内で２９

人乗り以上のバスの運行事業を行った実績があること。 

エ 過去３年の間に群馬県立特別支援学校でスクールバス運行事業を行った実績があること。 

(9) 日本国内において、伊勢崎特別支援学校が行う立会検査に応じられる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７２－００２３ 群馬

県伊勢崎市粕川町１００３ 群馬県立伊勢崎特別支援学校事務室（担当：山口 友朗） 電話０２７０－２５

－４４６１ ファクシミリ０２７０－２１－８６５３ 電子メールgrp720491@pref.gunma.lg.jp 

 (2) 入札説明書の交付方法 令和７年１２月２６日（金）から令和８年１月２８日（水）までの日（群馬県の休

日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を

除く。）の午前９時から午後４時５０分までの間、上記(1)の場所において交付する。 

 (3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申
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請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

    なお、提出された申請書等について伊勢崎特別支援学校が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなけれ

ばならない。また、入札参加資格確認結果は、令和８年１月３０日（金）までに入札参加資格確認通知書で通

知する。 

  ア 申請書等の提出期限 令和８年１月２８日（水）午後４時５０分まで（受付日及び時間は、休日条例第１

条第１項に規定する休日を除く日の午前９時から午後４時５０分まで） 

  イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。 

    なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「群馬県立伊勢崎特別支援学校スクールバス運行業務委託に係る入札参加資格確認申請書類在中」と

朱書きすること。 

  ウ 提出部数 １部 

 (4) 入札及び開札の日時及び場所 令和８年２月６日（金）午前１０時３０分 伊勢崎特別支援学校第一会議室

（郵送による場合は、書留郵便とし、同月５日（木）午後４時までに上記(1)の場所に伊勢崎特別支援学校長

宛て親展で必着のこと。また、二重封筒の表封筒に「群馬県立伊勢崎特別支援学校スクールバス運行業務委託

に係る入札書在中」と朱書きすること。） 

４ その他 

 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 免除 

(3) 契約保証金 契約の相手方は、契約した総合計金額（消費税等に係る課税事業者の場合は、消費税等を加え

た金額とする。）の１００分の１０以上の額を納付するものとする。ただし、契約日時点で規則第１９９条各

号の規定のいずれかに該当する者は、免除する。 

(4) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。 

  (5) 契約書作成の要否 要 

(6) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

   なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

(7) その他詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: MIZUTANI Yoshiko, Principal of Gunma 

Prefectural Isesaki Special Needs School 

(2) Nature and quantity of the services to be required: School bus service for Gunma Prefectural 

Isesaki Special Needs School 

(3) Fulfillment period: From April 1, 2026 To March 31, 2031 

(4) Fulfillment place: Gunma Prefectural Isesaki Special Needs School district jurisdiction and 

places designates 

(5) Dates of issue for tender documents: From 9:00 a.m. December 26, 2025 To 4:50 p.m. January 28, 

2026 
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(6) Submission deadline for application forms and attached documents regarding bidding 

qualifications: Until 4:50 p.m. January 28, 2026 

(7) Bidding deadline: Until 10:30 a.m. February 6, 2026 

The tender must be sent to the address below no later than February 5, 2026 at 4:00 p.m. by 

registered mail. 

(8) For further details, please contact: YAMAGUCHI Tomoaki, Gunma Prefectural Isesaki Special Needs 

School, 1003 Kasukawa-cho, Isesaki-shi, Gunma-ken, 372-0023, Japan, TEL 0270-25-4461 (Japanese 

language only) 

 

 

 

 次のとおり一般競争入札に付する。 

 なお、この公告による調達は、ＷＴＯ（世界貿易機関）に基づく政府調達に関する協定（平成７年条約第２３ 

号）の適用を受けるものである。 

  令和７年１２月２６日 

群馬県立館林特別支援学校長 岡 田 明 子   

１ 調達内容 

  (1) 調達等件名及び数量 群馬県立館林特別支援学校スクールバス運行業務委託 ３路線 

 (2) 調達件名の特質等 入札説明書による。 

  (3) 委託期間 令和８年４月１日（水）から令和１３年３月３１日（月）まで 

 (4) 履行場所 群馬県立館林特別支援学校（以下「館林特別支援学校」という。）の指定する場所 

 (5) 入札方法 上記  の件名に対し入札に付する。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金

額の１００分の１０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者

であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載す

ること。 

２ 入札参加資格 次に掲げる要件を満たす者であること。 

 (1) 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者であること。 

(2) 群馬県財務規則（平成３年群馬県規則第１８号。以下「規則」という。）第１７０条の２第３項の規定によ

り作成された令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿に登載されている者又は令和８年４月１日に令和８・

９年度物件等購入契約資格者名簿（以下、両者併せて「資格者名簿」という。）に登載予定の者であること。 

   なお、令和６・７年度物件等購入契約資格者名簿に登載されていない者については、規則第１９０条の２の

規定により、令和８年１月１３日（火）までに群馬県会計局会計管理課に競争入札参加資格審査申請を行い、

同月２９日（木）午後３時までに資格者名簿の登載を確認し、館林特別支援学校へその旨連絡すること。 

(3) 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、更生手

続開始又は再生手続開始（以下「手続開始」という。）の申立てをしていない者であること。ただし、手続開

始の決定後に、入札に参加する資格に支障がないと認められる者は、この限りでない。 

(4) この公告の日から入札日までの間において、規則第１７０条第２項の規定による入札参加制限を受けていな

い者であること。 

  (5) 入札日において、県から指名停止を受けていない者であること。 

(1) 



 令和７年１２月２６日（金）        群 馬 県 報                第１０３５９号 

 

36 

 (6) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 

 (7) 法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支 

    店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事その他経

営に実質的に関与している者をいう。）が、暴力団等（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平

成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団、同条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」と

いう。）又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者をいう。）でないこと。 

 (8) 次のうちいずれかの条件を満たす者 

ア 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）に基づく一般乗合旅客自動車運送事業又は一般貸切旅客自動車

運送事業の許可を受け、過去３年の間（入札参加資格確認申請書の提出日の前日以前３年間をいう。以下同

じ。）に群馬県内で運行事業を行った実績があること。 

イ 道路運送法に基づく特定旅客自動車運送事業の許可を受け、過去３年の間に群馬県内で２９人乗り以上の

バスの運行事業を行った実績があること。 

ウ 本件と同様の業務（自家用自動車管理業（車両運行管理業））について、過去３年の間に群馬県内で２９

人乗り以上のバスの運行事業を行った実績があること。 

エ 過去３年の間に群馬県立特別支援学校でスクールバス運行事業を行った実績があること。 

(9) 日本国内において、館林特別支援学校が行う立会検査に応じられる者であること。 

３ 入札書の提出場所等 

 (1) 申請書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 〒３７４－００４６ 群馬

県館林市上三林町５７９－１ 群馬県立館林特別支援学校事務室（担当：本田 一馬） 電話０２７６－７３

－４５２６ ファクシミリ０２７６－７３－４４７５ 電子メールge-kantoku@pref.gunma.lg.jp 

 (2) 入札説明書の交付方法 令和７年１２月２６日（金）から令和８年１月２８日（水）までの日（群馬県の休

日を定める条例（平成元年群馬県条例第１６号。以下「休日条例」という。）第１条第１項に規定する休日を

除く。）の午前９時から午後４時５０分までの間、上記(1)の場所において交付する。 

 (3) 入札参加資格の確認 入札に参加を希望する者は、入札説明書に規定する書類を添付した申請書（以下「申

請書等」という。）を次により提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。 

なお、提出された申請書等について館林特別支援学校が説明を求めた場合は、速やかにこれに応じなければ

ならない。また、入札参加資格確認結果は、令和８年１月３０日（金）までに入札参加資格確認通知書で通知

する。 

  ア 申請書等の提出期限 令和８年１月２８日（水）午後４時５０分まで（受付日及び時間は、休日条例第１

条第１項に規定する休日を除く日の午前９時から午後４時５０分まで） 

  イ 申請書等の提出方法 郵送又は持参とする。 

なお、郵送による場合は、書留郵便とし、上記アの提出期限までに上記(1)の場所に必着のこと。また、

封筒に「群馬県立館林特別支援学校スクールバス運行業務委託に係る入札参加資格確認申請書類在中」と朱

書きすること。 

  ウ 提出部数 １部 

 (4) 入札及び開札の日時及び場所 令和８年２月６日（金）午前１０時 館林特別支援学校大会議室（郵送によ

る場合は、書留郵便とし、同月５日（木）午後４時までに上記(1)の場所に館林特別支援学校長宛て親展で必

着のこと。また、二重封筒の表封筒に「群馬県立館林特別支援学校スクールバス運行業務委託に係る入札書在

中」と朱書きすること。） 

４ その他 
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 (1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨 

 (2) 入札保証金 免除 

(3) 契約保証金 契約の相手方は、契約した総合計金額（消費税等に係る課税事業者の場合は、消費税等を加え

た金額とする。）の１００分の１０以上の額を納付するものとする。ただし、契約日時点で規則第１９９条各

号の規定のいずれかに該当する者は、免除する。 

(4) 入札の無効 この公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかっ

た者のした入札その他規則第１７６条各号に掲げる入札は、無効とする。 

  (5) 契約書作成の要否 要 

(6) 落札者の決定方法 規則第１６９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

なお、落札者となるべき者が２者以上あるときは、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定する。この場

合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるとき又は郵送により入札を行った者でくじを引くこと

ができないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 

(7) その他詳細は、入札説明書による。 

５ Summary 

(1) Official in charge of disbursement of the procuring entity: OKADA Akiko , Principal of Gunma 

Prefectural Tatebayashi Special Needs School 

(2) Nature and quantity of the services to be required: School bus service for Gunma Prefectural 

Tatebayashi Special Needs School 

(3) Fulfillment period: From April 1, 2026 To March 31, 2031 

(4) Fulfillment place: Gunma Prefectural Tatebayashi Special Needs School district jurisdiction and 

places designates 

(5) Dates of issue for tender documents: From 9:00 a.m. December 26, 2025 To 4:50 p.m. January 28, 

2026 

(6) Submission deadline for application forms and attached documents regarding bidding 

qualifications: Until 4:50 p.m. January 28, 2026 

(7) Bidding deadline: Until 10:00 a.m. February 6, 2026 

The tender must be sent to the address below no later than February 5, 2026 at 4:00 p.m. by 

registered mail. 

(8) For further details, please contact: HONDA Kazuma, Gunma Prefectural Tatebayashi Special Needs 

School, 579-1 KamiMibayashi-cho, Tatebayashi-shi, Gunma-ken, 370-0046, Japan, TEL 0276-73-4526 

(Japanese language only) 

 

 

 

 

次のとおり落札者を決定した。 

  令和７年１２月２６日 

                                    群馬県知事 山 本 一 太   

１ 落札に係る物品等の名称、数量、落札者の名称、落札者の所在地及び落札金額 
 

■ 落  札 
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 物品等の名称 数量 落札者の名称 落札者の所在地 落札金額 

ア サイレージバッガー １台 エム・エス・ケー
農業機械株式会社 
西関東営業所 

群馬県北群馬郡
吉岡町大字大久
保字中島２２３
０－１ 

３９，６００，０００円 

イ トラクター １台 エム・エス・ケー
農業機械株式会社
西関東営業所 

群馬県北群馬郡
吉岡町大字大久
保字中島２２３
０－１ 

２３，６５０，０００円 

 
２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 群馬県会計局会計管理課 群馬県前橋市大手町一丁目１

番１号 

３ 落札者を決定した日 令和７年１１月２０日 

４ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

５ 入札公告をした日 令和７年１０月１０日 

 

 

 

 

○告示正誤 

 令和７年７月２５日群馬県告示第１７１号（解除予定保安林） 
 

発行番号 ページ 行 誤 正 

第１０３１７号 ３ ２４ 第２６条の２第２項 第２６条の２第１項 
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■ 正  誤 


